
玉川村の木造住宅耐震化事業 
 

耐震診断を支援する「玉川村木造住宅耐震診断者派遣事業」 

耐震改修を支援する「玉川村木造住宅耐震改修助成事業」 

木造住宅耐震化の流れ・事業の概要と補助 
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耐震診断への補助 
〇耐震診断を行う技術者を玉川村が派遣 
〇耐震基準に満たない住宅は補強計画を作成 
 
  
 
 
 
耐震診断結果とともに、補強内容や概算工事費等
を提示 

昭和５６年以前の木造住宅 
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耐震改修への補助 
〇村が耐震改修に要する費用の一部を補助 
〇改修レベルは以下から選択 
 
 
 
一般改修 
 上部構造評点1.0以上へ改修する 
           改修工事費の1/2 → 最大100万円 
簡易改修（段階改修） 
 上部構造評点0.7以上へ改修する 
           改修工事費の1/2 → 最大60万円 
部分改修（段階改修） 
 居間、寝室など滞在時間の長い居室の被害軽減へ 
 改修する 
             改修工事費の1/2 → 最大60万円 
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現行耐震基準への適合 

村民の住まいの安全・安心、地域の 
防災性が向上します 

事業主体は「玉川村」 

玉川村では、東日本大震災を教訓とし、木造住宅の耐震化を一層促進していくため国、県からの補助を通じて「耐震
診断」と「耐震改修」を実施していきます。 

玉川村木造住宅耐震診断者派遣事業 

玉川村木造住宅耐震改修助成事業 


